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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体発光素子を透明な基体面に配置して取り付ける表示装置の製造方法であっ
て、
　前記基体面に、前記半導体発光素子として、第一導電型半導体層、活性層、第二導電型
半導体層、及び前記活性層で発生する光の侵入長以下の厚みを有するコンタクトメタル層
を、この順番で積層させ、
　前記半導体発光素子が埋め込まれるように、前記基体面に絶縁層を形成し、
　前記絶縁層を選択的または非選択的に薄層化させて前記半導体発光素子の上端部に位置
する前記コンタクトメタル層を露出させ、
　前記露出されたコンタクトメタル層と前記絶縁層とからなる上面に導体膜を形成するこ
とで、前記第二導電型半導体層にオーミック接続される上端部電極とこれを前記上面に引
き出す引き出し電極とを一体的に形成するとともに、前記活性層から前記上面へ向かう光
を前記透明な基体側へ反射させる反射面を形成する
　表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置の製造方法であって、
　前記コンタクトメタル層は、Ｎｉ、Ｃｏ、又はＳｂからなる
　表示装置の製造方法。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の表示装置の製造方法であって、
　前記コンタクトメタル層の厚みは、２０ｎｍ以下である
　表示装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示装置の製造方法であって、
　前記コンタクトメタル層の厚みは、１０ｎｍ以下である
　表示装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の表示装置の製造方法であって、
　前記コンタクトメタル層の厚みは、５ｎｍ以下である
　表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は表示装置およびその製造方法に関するものであり、更に詳しくは、発光源である
半導体発光素子を埋め込んだ絶縁層を薄層化させて露出される半導体発光素子の上端部に
導電体膜を形成させることによって上端部電極が引き出されている表示装置およびその製
造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
絶縁層で被覆された半導体装置の電極を外部へ引き出す方法として、リソグラフィによっ
て絶縁層にコンタクトホールを穿設し、そのコンタクトホール内に導体材料を例えばスパ
ッタリング法によって埋め込むと共に、絶縁層の表面に導体膜を形成させることが広く行
われている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
図１７は半導体装置５０内の電極５１を引き出す過程を示す図あるが、図１７のＡは電極
５１が設けられたシリコン基板５２とその表面に形成されたＳｉＯ2 絶縁層５３を示す断
面図である。そして、この電極５１を絶縁層５３の上面側へ引き出す場合には、図１７の
Ｂに示すように、電極５１の存在する箇所を定めてコンタクトホール５４が穿設される。
この時、コンタクトホール５４は電極５１と位置ずれし易く、電極５１が微小である程位
置ずれの確率は増大する。
【０００４】
また、コンタクトホール５４を導体金属で埋め、絶縁層５３の上面に引き出し電極を設け
るために、例えばアルミニウムのような導体金属５５のスパッタリングまたは蒸着が行わ
れる。しかし、この時の導体金属粒子の直進性によって、図１７のＣに示すように、コン
タクトホール５４の底部には導体金属５５が付着するが、コンタクトホール５４の上端開
口の内周部にデポジットし成長する導体金属５５の影となって、コンタクトホール５４の
側壁には導体金属５５が付着しにくい。更に進むと、図１７のＤに示すように、コンタク
トホール５４はその側壁部分で接続不良を生じたり、内部に空洞を残した状態で開口が閉
じられるようなトラブルを招くに至る。
【０００５】
本発明は上述の問題に鑑みてなされ、基体面に半導体発光素子を配し絶縁層で被覆して取
り付けた表示装置において、半導体発光素子の上端部電極が簡易かつ確実に引き出された
表示装置およびその製造方法を提供することを課題とする。
【０００６】
なおこのような接続の簡易化に関して、絶縁層をエッチバックするものとして次に示すよ
うな先行技術がある。すなわち、特開平７－１４２５７９号公報には、コンタクトホール
に代わるコンタクト配線が採用されている。図１８は表面伝導型電子放出素子（ＳＣＥ）
を要素とする画像表示装置を製造する場合の下層配線と上層配線とをコンタクト配線で接
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続する過程を示す図であるが、図１８のＡに示すように、絶縁性基板６１上に形成された
下層配線６２に金属を電子線ビーム蒸着し不要部をリフトアップすることによってコンタ
クト配線６３を形成させ、続いて図１８のＢに示すように、スパッタ法によって全面に酸
化ケイ素等の絶縁膜６４を形成させ、更に、図１８のＣに示すように、全面にフォトレジ
スト６５を形成させた後、図１８のＤに示すように、エッチバックして平坦化させながら
コンタクト配線６３の表面を露出させ、図１８のＥに示すように、上層配線６６を施した
多層配線が開示されている。しかし、この方法はコンタクト配線を露出させるものであり
、半導体発光素子を露出させるものではない。
【０００７】
また、特開平７－９４１２４号公報には、電界放出陰極を備えた表示装置における発光素
子の製造方法として、図１９のＡに示すように、基板７０の一方の主表面に陰極チップ７
０ａを形成し、図１９のＢに示すように、基板７０上にスパッタリングによって絶縁膜７
２、陽極層７３を順次に形成させ、更に、図１９のＣに示すように、スパッタリングによ
って蛍光材層７４を形成させ、次いで図１６のＤに示すように、ポリイミド樹脂層７５を
披着させて平坦化させた後、ポリイミド樹脂層７５をエッチバックして蛍光材層７４の隆
起部分を露呈させ、その周囲にポリイミド樹脂層７５を残存させる。そして、図１９のＥ
に示すように、残存するポリイミド樹脂層７５をマスクとして蛍光材層７４、陽極層７３
、絶縁膜７２を順次に選択的にエッチングして、陰極チップ７０ａを露呈させることが行
われている。しかし、この方法は陰極チップを露出させること自体を目的とするものであ
り、露出させた半導体発光素子上端部電極を引き出すためのものではない。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の課題は請求項１または請求項１４の構成によって解決されるが、その解決手段を説
明すれば、次の如くである。
【０００９】
請求項１の表示装置は、複数の半導体発光素子が基体面に配置され取り付けられた表示装
置において、半導体発光素子を埋め込んだ絶縁層が選択的または非選択的に薄層化されて
露出される半導体発光素子の上端部に導体膜が形成されて、半導体発光素子の上端部電極
が絶縁層の上面に引き出されている装置である。このような表示装置は、絶縁層に上端部
電極を引き出すためのコンタクトホールを設けないので、コンタクトホールと上端部電極
との位置ずれやコンタクトホール内における接続不良とも無縁であり、半導体発光素子の
上端部電極が簡易かつ確実に接続されたものとなる。
【００１０】
請求項１に従属する請求項２の表示装置は、絶縁層がポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、合
成ゴムを含む塗膜形成の可能な高分子化合物、または塗膜形成の可能なガラスからなる装
置である。このような表示装置は、絶縁層が塗布によって形成されるので、基体面の面積
が大である場合にも絶縁層が簡易に形成され、表示装置は低コスト化される。
請求項１に従属する請求項３の表示装置は、絶縁層がＣＶＤ（化学的気相成長）法または
スパッタリング法によって形成される酸化ケイ素または窒化ケイ素からなる装置である。
このような表示装置は、無機物の絶縁層によって優れた耐熱性を示す。
【００１１】
請求項１に従属する請求項４の表示装置は、絶縁層の薄層化が酸素プラズマ雰囲気下のド
ライエッチング法、化学的機械的研摩法、または両者の組み合わせによって行われた装置
である。このような表示装置は、採用される絶縁層の材料種や薄層化の状況に応じて最も
適切な方法が取捨選択されたものとなる。
請求項１に従属する請求項５の表示装置は、半導体発光素子が発光領域から基体面上の下
端面へ向かう方向を主たる発光方向とするものであり、発光領域より上部に下方への反射
面を有している装置である。このような表示装置は、半導体発光素子の発光を反射面によ
って効果的に発光方向の下端面へ向かわせる。
【００１２】
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請求項５に従属する請求項６の表示装置は、半導体発光素子が角錐形状または角錐台形状
に形成されており、それらが有する面のうち少なくとも傾斜面の何れか一面が反射面とさ
れている装置である。このような表示装置は多角錐または多角錐台の傾斜面、多角錐台に
あっては上面も反射面とすることによって、発光を下端面側へ集中させ得る。
請求項５に従属する請求項７の表示装置は、半導体発光素子が窒化ガリウム系半導体の六
方晶からなり、少なくとも（１，－１，０，１）面に平行な活性層すなわち発光領域を備
えている装置である。このような表示装置は窒化ガリウム系半導体の（０，０，０，１）
面に平行な活性層の発光効率が高いこと、更には（１，－１，０，１）面に設ける電極面
を反射面とすることが可能であり、優れた発光性能を示す。
【００１３】
請求項７に従属する請求項８の表示装置は、半導体発光素子が、成長の基板面上で、（０
，０，０，１）面を下端面とし（１，－１，０，１）面およびこれと等価な面を傾斜面と
して、六角錐形状または六角錐台形状に選択的に結晶成長された窒化ガリウム系半導体か
らなり、（１，－１，０，１）面およびこれと等価な面に平行な活性層を備えている装置
である。このような表示装置は窒化ガリウム系半導体の（１，－１，０，１）面に平行な
活性層の発光効率が高いこと、更には（１，－１，０，１）面に設ける電極面を反射面と
することが可能であり、発光を下端面側へ集中させ、高輝度の表示装置を与える。
請求項１に従属する請求項９の表示装置は、単色の半導体発光素子、またはそれぞれ異な
る色を発光する複数種の半導体発光素子の組み合わせを配置した画像表示装置または照明
装置である。このような表示装置は明瞭な、または明僚かつ多彩な画像または照明を提供
する。
【００１４】
請求項１に従属する請求項１０の表示装置は、半導体発光素子が第一導電型半導体層と活
性層と第二導電型半導体層を順次積層し、更に第二導電型半導体層に上端部電極が形成さ
れたものであり、かつ上端部電極と導体膜が同一種の金属で形成されている装置である。
このような表示装置は、導体膜から形成される引き出し電極と上端部電極とが強固かつ安
定に接合されたものとなる。
請求項１に従属する請求項１１の表示装置は、半導体発光素子が第一導電型半導体層と活
性層と第二導電型半導体層を順次積層したものであり、絶縁層が薄層化されて露出される
第二導電型半導体層と絶縁層とからなる面に導体膜を形成させることにより、上端部電極
と導体膜が一体的に形成されたものである。このような表示装置は、第二導電型半導体層
への上端部電極の取り付けと導体膜の形成とが同時に行われて工程数が削減されているこ
とから低いコストである。
【００１５】
請求項１に従属する請求項１２の表示装置は、半導体発光素子が第一導電型半導体層と活
性層と第二導電型半導体層を順次積層し、更に第二導電型半導体層に所定厚さのコンタク
トメタル層を介して上端部電極を形成させたものであり、かつ上端部電極と導体膜が同一
種の金属で形成されている装置である。このような表示装置は、導体膜から形成される引
き出し電極と上端部電極とが強固かつ安定に接合されたものとなるほか、上端部電極の反
射率が大であり反射光が発光の取り出し方向へ集められることから、発光効率が高い。
請求項１に従属する請求項１３の表示装置は、半導体発光素子が第一導電型半導体層と活
性層と第二導電型半導体層を順次積層し、更に第二導電型半導体層に所定厚さのコンタク
トメタル層を形成させたものであり、絶縁層が薄層化されて露出されるコンタクトメタル
層と絶縁層とからなる面に導体膜を形成させることにより、上端部電極と導体膜が一体的
に形成された装置である。このような表示装置は、上端部電極の反射率が大であり反射光
が発光の取り出し方向へ集められることから発光効率が高く、更には、上端部電極と導体
膜が一体的に形成されていることから工程数が削減されており、製造コストを低下させる
。
【００１６】
請求項１４の表示装置の製造方法は、複数の半導体発光素子を基体面に配置して取り付け
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る表示装置の製造方法において、半導体発光素子を絶縁層で埋め込む工程と、絶縁層を選
択的または非選択的に薄層化させて半導体発光素子の上端部を露出させる工程と、露出さ
れた上端部に導体膜を形成させる工程とによって半導体発光素子の上端部電極を絶縁層の
上面に引き出す製造方法である。このような表示装置の製造方法は、半導体発光素子を被
覆する絶縁層にコンタクトホールを設けないので、コンタクトホールと半導体発光素子の
上端部電極との位置ずれやコンタクトホール内での接続不良とは無縁であり、半導体発光
素子の上端部電極を簡易かつ確実に絶縁層の上面へ引き出し得る。
【００１７】
請求項１４に従属する請求項１５の表示装置の製造方法は、エポキシ樹脂、ポリイミド樹
脂、合成ゴムを含む塗膜形成の可能な高分子化合物、または塗膜形成の可能なガラスを塗
布して絶縁層を形成する方法である。このような表示装置の製造方法は、基体面の面積が
大である場合にも簡易に絶縁層を形成させることができる。
請求項１４に従属する請求項１６の表示装置の製造方法は、ＣＶＤ法またはスパッタリン
グ法によって酸化ケイ素または窒化ケイ素を堆積させて絶縁層を形成する方法である。こ
のような表示装置の製造方法は、これら無機物の絶縁層により耐熱温度の高い製造装置を
与える。
【００１８】
請求項１４に従属する請求項１７の表示装置の製造方法は、絶縁層を酸素プラズマ雰囲気
下のドライエッチング法、化学的機械的研摩法、または両者の組み合わせによって薄層化
する方法である。このような表示装置の製造方法は、絶縁層の材料種や薄層化の状況に応
じて最も適切な方法を採用することができる。
請求項１４に従属する請求項１８の表示装置の製造方法は、半導体発光素子として、発光
領域から基体面上の下端面へ向かう方向が主たる発光方向であり、発光領域より上部に下
方への反射面を有するものを使用する方法である。このような表示装置の製造方法は、半
導体発光素子の反射面によって発光を効果的に下端面へ向かわせ表示装置の輝度を高める
。
【００１９】
請求項１８に従属する請求項１９の表示装置の製造方法は、半導体発光素子として、角錐
形状または角錐台形状に形成されており、それらの有する面のうち少なくとも傾斜面の何
れか一面が反射面とされているものを使用する製造方法である。このような表示装置の製
造方法は、多角錐または多角錐台の傾斜面、および多角錐台にあっては上面も反射面とし
て半導体発光素子の発光を下端面側へ集中させることができる。
請求項１８に従属する請求項２０の表示装置の製造方法は、半導体発光素子として、窒化
ガリウム系半導体の六方晶からなり、（１，－１，０，１）面に平行な活性層を備えたも
のを使用する製造方法である。このような表示装置の製造方法は、窒化ガリウム系半導体
発光素子の（１，－１，０，１）面に平行な活性層が高い発光効率を示すことから、優れ
た発光性能の表示装置を与える。
【００２０】
請求項２０に従属する請求項２１の表示装置の製造方法は、半導体発光素子として、成長
の基板面上で、（０，０，０，１）面を下端面とし、（１，－１，０，１）面およびこれ
と等価な面を傾斜面として六角錐または六角錐台形状に選択的に結晶成長された窒化ガリ
ウム系半導体からなり、（１，－１，０，１）面およびこれと等価な面に平行な活性層を
備えているものを使用する製造方法である。このような表示装置の製造方法は、活性層が
高い発光効率を示すこと、（１，－１，０，１）面に設ける電極面が反射面となって発光
を下端面側へ集中させることから、特に輝度の高い表示装置を与える。
【００２１】
請求項１４に従属する請求項２２の表示装置の製造方法は、半導体素子として、第一導電
型半導体層と活性層と第二導電型半導体層が順次積層され、更に第二導電型半導体層に上
端部電極が形成されたものを使用し、導体膜を上端部電極と同一種の金属によって形成す
る方法である。このような表示装置の製造方法は、導体膜から形成される引き出し電極と
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上端部電極を強固かつ安定に接合させる。
請求項１４に従属する請求項２３の表示装置の製造方法は、半導体素子として、第一導電
型半導体層と活性層と第二導電型半導体層が順次積層されたものを使用し、絶縁層を薄層
化させて露出される第二導電型半導体層と絶縁層とからなる面に導体膜を形成させること
により、上端部電極と導体膜を一体的に形成する方法である。このような表示装置の製造
方法は、上端部電極と導体膜とを一体とし、第二導電型半導体層への上端部電極の取り付
けと導体膜の形成とを同時に行うことから工程数が削減され、低コストの表示装置を与え
る。
【００２２】
請求項１４に従属する請求項２４の表示装置の製造方法は、半導体素子として、第一導電
型半導体層と活性層と第二導電型半導体層が順次積層され、更に第二導電型半導体層に所
定厚さのコンタクトメタル層を介して上端部電極が形成されたものを使用し、導体膜を上
端部電極と同一種の金属によって形成する方法である。このような表示装置の製造方法は
、上端部電極の反射率が大であり、反射光が発光の取り出し方向へ集められて発光効率を
高めるほか、導体膜から形成される引き出し電極と上端部電極とを強固かつ安定に接合さ
せる。
【００２３】
請求項１４に従属する請求項２５の表示装置の製造方法は、半導体素子として、第一導電
型半導体層と活性層と第二導電型半導体層が順次積層され、更にコンタクトメタル層が形
成されたものを使用し、絶縁膜が薄層化されて露出するコンタクトメタル層と絶縁層とか
らなる面に導体膜を形成させることにより、上端部電極と導体膜を一体的に形成する方法
である。このような表示装置の製造方法は、上端部電極の反射率が大であり反射光が発光
の取り出し方向へ集められることから表示装置の発光効率を高くし、更には、上端部電極
と導体膜とを一体とし、第二導電型半導体層への上端部電極の取り付けと導体膜の形成と
を同時に行うことから工程数が削減され、表示装置を低コスト化させる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
本発明の表示装置およびその製造方法は、上述したように、複数の半導体発光素子が基体
面に配置され取り付けられた表示装置において、半導体発光素子を埋め込んだ絶縁層が選
択的または非選択的に薄層化されて露出される半導体発光素子の上端部に導体膜が形成さ
れて、半導体発光素子の上端部電極が絶縁層の上面に引き出されている表示装置およびそ
の製造方法である。
【００２５】
半導体発光素子は、それを覆う絶縁層を薄層化させることによって露出される上端部に導
体膜を形成させて上端部電極を絶縁層の上面に引き出すものである限りにおいて、半導体
発光素子の製造方法や材料構成、結晶構造は特に限定されない。すなわち、半導体発光素
子は発光ダイオードまたは半導体レーザの一つの原料となる化合物半導体ウェーハからダ
イシングされる例えば３００μｍサイズの微少な半導体チップであってもよく、またサフ
ァイアのような成長の基板上で選択的に結晶成長させた１０～１００μｍサイズの極く微
少な半導体であってもよい。
【００２６】
半導体発光素子を基板上で選択的に結晶成長させる場合には、基板面は半導体発光素子と
同様な格子定数を持つものであることが好ましいが、このことは必須の要件ではない。通
常はサファイア（Ａｌ2 Ｏ3 ）の（０，０，０，１）面が成長に使用されるが、サファイ
アとＧａＮ系半導体とでは格子定数が１０％以上異なるほか熱膨張係数も異なり、界面で
クラックを生じ易い。これを回避するために、サファイアの（０，０，０，１）面に、一
旦、低温度、例えば５００℃でＧａＮを極薄に形成させてバッファ－層とし、その上へ高
温度、例えば１０００℃でＧａＮを結晶成長させることが好ましい。バッファ－層には窒
化アルミニウム（ＡｌＮ）も使用され得る。サファイアは上記の（０，０，０，１）面以
外の面、例えば（１，－１，０，１）面で結晶成長させることができる。またサファイア



(7) JP 4724924 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

以外に、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）、窒化ガリウム（ＧａＮ）、シリコン（Ｓｉ）、
砒化ガリウム（ＧａＡｓ）等も成長の基板として使用されるが、結晶成長が可能であれば
これら以外の基板を使用してもよい。
【００２７】
半導体発光素子が透明な基体面に固定され、上端部から基体面側へ向う方向を主たる発光
方向とする場合、半導体発光素子の形状によって、基体面側、すなわち半導体発光素子の
下端面側への輝度を向上させることが可能である。半導体発光素子の発光領域である活性
層からの発光のうち、発光領域から上方へ向かう光は上端部の電極面等を反射面として下
端面側へ向かう光とし得るが、下端面と垂直な側面へ向かう光は側面で反射させても下端
面側へ向かう光とはなりにくい。従って、半導体発光素子は発光領域より上部に下端面と
鋭角の反射面、中でも下端面となす角度が４５±２０度の範囲内にある傾斜面を有するも
のであることが望ましく、このような傾斜面に反射面を設けることにより側方ヘ向かう光
を反射させて効果的に下端面の方へ向かう光とすることができる。なお、傾斜面が下端面
となす角度を上記の範囲外とした場合には、側方へ向かう光を反射させても下端面へ向か
う光量はそれ程には増大しないので高輝度化の効果は認め難くなる。
【００２８】
上記の傾斜面は、片流れ屋根的傾斜面、切妻屋根的傾斜面、寄せ棟屋根的傾斜面であって
もよい。更には半導体発光素子が角錐形状または角錐台形状を有するものであることが好
ましい。角錐、角錐台の傾斜面、および角錐台にあっては上面も反射面とすることにより
、半導体発光素子の発光を一層効果的に下端面側へ向けることができる。ここに言う角錐
または角錐台には、三角錐、四角錐、五角錐、六角錐から円錐に近似した多角錐に至る各
種の角錐と、それらに対応する角錐台が含まれる。そのほか、上記の下端面と鋭角の傾斜
面を有するものとして、上記の傾斜面を窪みの傾斜面とするカルデラ状の窪みを上端部に
有する半導体発光素子であってもよい。そして、上記のような傾斜面を有する半導体発光
素子は選択的な結晶成長によって自然発生的に得られるものであってもよく、選択的結晶
成長の後に面出し加工を施したものであってもよい。上記のような傾斜面を得る加工手段
としてイオンビームやレーザビームを使用することができる。また、化合物半導体ウェー
ハから微小な半導体発光素子をダイシングして切り出す時に傾斜面を与えたものであって
もよい。
【００２９】
半導体発光素子として使用する化合物半導体のうち、緑色に発光するリン化ガリウム（Ｇ
ａＰ）や、赤色に発光するヒ化リン化ガリウム（ＧａＡｓＰ）、ヒ化アルミニウムガリウ
ム（ＡｌＧａＡｓ）等は立方晶に属し、選択的に結晶成長させた場合に六面体となり、上
記のような下端面に対する傾斜面を持たないので、後加工して傾斜面を設けて反射面とす
ることは好ましい選択である。他方、青色に発光する窒化ガリウム系半導体は六方晶に属
し、成長の基板面に（０，０，０，１）面を下端面として選択的に結晶成長された窒化ガ
リウム系半導体は下端面とほぼ５０度の角度に傾斜する（１，－１，０，１）面とこれに
等価な面を持つ六角錐形状または六角錐台形状に成長するが、（１，－１，０，１）面に
平行な活性層を設けることにより優れた発光性を示し、かつ（１，－１，０，１）面に設
ける電極面を光の反射面とすることにより、光は下端面側へ向けて効果的に集中され、極
めて高輝度の半導体発光素子を与える。なお、上記した窒化ガリウム（ＧａＮ）はガリウ
ム（Ｇａ）と同族のアルミニウム（Ａｌ）、インジウム（Ｉｎ）、タリウム（Ｔｌ）が窒
化ガリウム（ＧａＮ）内のＧａの一部を置換するものであってもよい。また、下端面であ
る（０，０，０，１）面に対する（１，－１，０，１）面の角度は±５度の範囲内で同等
の発光性を示す。
【００３０】
化合物半導体ウェーハからダイシングされたチップ状の微小な半導体発光素子、または成
長の基板面で選択的に結晶成長された極く微小な半導体発光素子を基体面に配置し取り付
けるために、半導体発光素子を覆うように基体の全面に絶縁層を形成させる。絶縁層とし
ては、ＣＶＤ法またはスパッタリング法によって、酸化ケイ素または窒化ケイ素を成膜さ
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せることにより耐熱性の良好な表示装置が得られる。酸化ケイ素はＰＳＧ（フォスフォシ
リケートガラス）、ＢＳＧ（ボロシリケートガラス）、またはＢＰＳＧ（ボロフォスフォ
シリケートガラス）であってもよい。これらの無機物を絶縁層として使用する場合、得ら
れる半導体発光素子は耐熱性に優れたものとなるが、適用に高温を要することが多い。
【００３１】
また塗布法によって、塗膜形成の可能な高分子化合物または塗膜形成の可能なガラスによ
って絶縁層を形成させてもよい。高分子化合物としては、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂
、塩化ビニル系共重合樹脂、含フッ素樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリウレタン樹脂や
、各種合成ゴムが含まれる。また、ガラスの塗膜を形成させてもよい。塗膜形成の可能な
ガラス材料としては半導体装置の製造時にスピンコートされているスピンオングラスを例
示し得る。塗布による方法はＣＶＤ法やスパッタリング法と比較して基板面の面積が大で
ある場合にも容易に絶縁層を形成することができる。
【００３２】
絶縁層で半導体発光素子を埋め込んだ後、絶縁層を選択的または非選択的に薄層化させて
半導体発光素子の上端部を露出させる。この薄層化は、ドライエッチングおよび化学的機
械的研摩をそれぞれが単独で、またはこれらを組み合わせて好適に行われる。この時、絶
縁層の薄層化に伴って露出される半導体発光素子は残し絶縁層のみを薄層化させる選択的
な薄層化を施すか、または半導体発光素子と共に絶縁層を薄層化させる非選択的な薄層化
を施す。非選択的な薄層化を行えば当然なことながら半導体発光素子と絶縁層とは同一平
面になる。非選択的薄層化には化学的機械的研摩法が採用されるが、勿論、これ以外の方
法で施してもよい。
【００３３】
ドライエッチングは酸素プラズマの雰囲気下に行うことが望ましい。勿論、アルゴンガス
のような不活性ガスを共存させてもよい。すなわち、絶縁層に高分子材料を使用した場合
には、酸素プラズマは直接に高分子材料と反応して燃焼、ガス化させるので、エッチャン
トガスであるフッ素化炭素を使用せずとも、薄層化が可能である。また、絶縁層にケイ素
化合物を使用した場合には、酸素プラズマはエッチャントガスと反応し、ケイ素と結合し
易いフッ素ラジカルの発生を助長する。化学的機械的研摩法は基板の薄板化に広く実施さ
れている方法をそのまま適用することができる。
【００３４】
なお、高分子化合物やガラスを塗布した後、固化させる前に過剰な塗液をスキージやドク
ターブレード等で掻き取ってもよい。また掻き取ったものは、固化後に絶縁層の薄層化が
不要である場合もあるが、半導体発光素子の上端部には絶縁層が箔状に残るので、固化後
にドライエッチングして箔状の絶縁層を除去することが必要である。
【００３５】
絶縁層を選択的または非選択的に薄層化させて半導体発光素子の上端部を露出させた後に
導体膜を形成させるが、導体膜には半導体発光素子の上端部電極の金属と同一種の金属を
使用することが望ましい。これは異種金属を重ねる場合には合金の境界面での合金の形成
し易さ、熱膨張係数の差などへの考慮を要せず、上端部電極と導体膜との確実な接合を得
ることが出来るからである。
【００３６】
また、導体膜の形成方法として、半導体発光素子の第二導電型半導体（ｐ型半導体）層に
上端部電極を設けることなく絶縁層に埋め込み、同様な手順を経て露出される第二導電型
半導体層に対して、例えばＡｌ膜を形成させることにより、上端部電極（ｐ電極）と導体
膜とを一体的に形成させてもよく工程を簡略化させ得る。Ａｌ膜を形成させる前に第二導
電型半導体層の上にオーミックコンタクトを得るためのメタル層を設けることにより一層
好ましい結果を与える。
【００３７】
また、青色に発光する窒化ガリウム系半導体発光素子は、例えば第一導電型半導体として
のｎ型半導体に活性層、第二導電型半導体としてのｐ型半導体が順次積層された構成を有
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しており、このｐ型半導体に上端部電極（ｐ電極）、ｎ型半導体に下端部電極（ｎ電極）
が取り付けられ、活性層に電流が注入されて発生する光が取り出される。このような半導
体発光素子は、活性層から下端の透明な基体側へ向かう光に、活性層から上端部へ向かう
光をｐ電極との界面で反射させて加えることができるという利点がある。なお、ｐ型半導
体とｐ電極との間にオーミック接触を得るべくコンタクトメタル層を介在させることが行
われる。勿論、ｎ型半導体とｎ電極との間にコンタクトメタル層を介在させることも行わ
れる。
【００３８】
しかし、活性層から上端部へ向かう光をｐ電極との界面で反射させる場合には、コンタク
トメタル層の厚さを大にすると十分な反射率が得られないということが見い出された。す
なわち、半導体発光素子にコンタクトメタル層を設ける場合にはＮｉ、Ｃｏ、またはＳｂ
によるメタル層を光の侵入長もしくは侵入長以下の厚さに形成させることによって反射率
の向上することが認められたのである。具体的にはコンタクトメタル層を２０ｎｍ以下の
厚さに形成させることによって反射率の向上が認められ、一層効果的には１０ｎｍ以下と
することが好ましく、５ｎｍ以下とすることが更に好ましく、１ｎｍの厚さであっても有
効なことが確認されている。従って本発明で使用する半導体発光素子は第二導電型半導体
層に上記のような厚さの制限されたコンタクトメタル層を介して上端部電極が取り付けら
れているものを含む。
【００３９】
図１４は本発明において使用される窒化ガリウム系半導体発光素子の一例の断面図である
。この半導体発光素子５１は、ＧａＮ系化合物半導体を積層して形成した発光部を有して
おり、図示を省略した透明なサファイアの基体上に、ＧａＮバッファ層を介してＳｉがド
ープされたｎ型窒化ガリウム（ＧａＮ：Ｓｉ）層１４、光を発生させるＩｎＧａＮ活性層
１５、Ｍｇがドープされたｐ型窒化ガリウム（Ｇａ：Ｍｇ）層１６とが積層された構造を
有している。Ｓｉがドープされたｎ型ＧａＮ層１４は第一導電型クラッド層として機能し
、Ｍｇがドープされたｐ型ＧａＮ層１６は第二導電型クラッド層として機能して、本素子
はダブルヘテロ構造となっている。
【００４０】
第二導電型クラッド層であるｐ型ＧａＮ層１６には、更にオーミック接触を図るためのコ
ンタクトメタル層であるＮｉ層１７が形成されており、このＮｉ層１７の厚さは、後述す
るように活性層１５で発生する光の侵入長もしくは侵入長以下の厚さとされ、一例として
厚さ約１０ｎｍのものが使用される。このＮｉ層１７上に形成されるｐ電極１８は例えば
Ａｌ、Ａｇからなる薄膜であり、コンタクトメタル層であるＮｉ層１７を透過した光はｐ
電極１８の界面で反射する。なお、ｐ電極１８は上述したＡｌ、Ａｇからなる薄膜のほか
、これらのＡｌ、Ａｇの上にＡｕやＰｔなどの金属層を積層した構造であっても良い。ｎ
型ＧａＮ半導体からなる平板状の下地部１２にもその下端面に、またはマスク１３の一部
を開口して電極が設けられるが図１４では図示を省略している。
【００４１】
図１５は図１４の符号Ｅの□印で示す部分の拡大断面図である。図１５に示すように、窒
化ガリウム系半導体発光素子５１はＩｎＧａＮ活性層１５をそれぞれクラッド層であるｎ
型ＧａＮ層１４とｐ型ＧａＮ層１６の間に介在させたダブルヘテロ構造を有し、そのｐ型
ＧａＮ層１６の上側に、オーミック接触を図るコンタクトメタル層であるＮｉ層１７が形
成され、更にＮｉ層１７の上にＡｌもしくはＡｇからなるｐ電極１８が形成されている。
このＮｉ層１７の厚さｔは、活性層１５で発生する光の侵入長λもしくはこれ以下とされ
、例えば略約１０ｎｍとされるが、発生する光に応じて厚さｔを変えることもでき、更に
は蒸着法、メッキ法などによって形成される際の膜質などに応じて変えることのできる寸
法である。光が金属表面で反射する場合、エネルギーを有する電磁波としての光は、金属
表面よりも侵入長と称される長さλだけ金属表面から侵入し、完全反射の場合にはフォノ
ン相互作用によって同じエネルギーを受取って反射をする。一方、オーミックコンタクト
を達成するためには、極めて薄い膜でも十分であり、本件発明者が行った実験結果からは
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、例えばＮｉ層１７の厚さｔが１ｎｍというように極めて薄いものであっても発光動作が
確認されている。このことから、Ｎｉ層１７の厚さｔは、活性層１５で発生する光の侵入
長λもしくはそれ以下の厚さとすることで、その上のｐ型電極１８での反射効率を高める
ことができる。
【００４２】
図１６はＧａＮ層、Ｎｉ層、Ａｇ層（電極）の積層構造に対して、Ｎｉ層の厚さｔを変化
させながら発光した光を反射させ、その反射率を算出したものである。図１６に示すよう
に、Ｎｉ層の厚さｔが薄い方が反射率が高くなり、Ｎｉ層の厚さが増加するに従って反射
率が低くなって行く傾向にある。そして２０ｎｍを超える厚さの場合、その反射率は相対
値で０．４以下であり、少なくとも０．４以上の反射率を得る場合にはＮｉ層の厚さｔを
２０ｎｍ以下とすることが必要であり、好ましくは１０ｎｍ以下とされる。更に反射率と
して０．６やそれ以上の値を得る場合にはＮｉ層の厚さｔを５ｎｍ以下とすることが望ま
しい。そして同様な事実はＧａＮ層、Ｎｉ層、Ａｌ層（電極）の積層構造に対して、Ｎｉ
層の厚さを変化させた場合にも認められており、０．５以上の反射率を得るにはＮｉ層の
厚さを２０ｎｍ以下とすることが必要であると認められている。
【００４３】
上述したように、半導体発光素子である発光ダイオードには、材料によってそれぞれ赤色
（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）に発光するものがあるので、これらの発光ダイオードを
組み合わせて画素を構成し、輝度の高いフルカラーの画像表示装置とすることができる。
勿論、単色、例えば赤色の発光ダイオードのみを二次元に配置し、プログラムされたスイ
ッチングによって画像の形状を時間的に変化させるような表示装置とすることもできる。
上記の発光ダイオードに共振ミラーを設けることにより半導体レーザとすることは容易で
あるので、単色または三原色を組み合わせた半導体レーザによる照明装置や道路標識を製
造することも可能である。
【００４４】
【実施例】
次に、本発明の表示装置およびその製造方法を実施例により図面を参照して具体的に説明
する。
【００４５】
（実施例１）
図１から図４までは表示装置に使用される半導体発光素子の製造過程を示す断面図である
。図１は六角錐形状に結晶成長された半導体発光素子である発光ダイオード１１を基板２
０の上面に配置して埋め込むように絶縁層２１が設けられた状態を示す。
【００４６】
この発光ダイオード１１の詳細は図５のＡの断面図および図５のＢの平面図に示す。図示
を省略したサファイア基板の（０，０，０，１）面上のＳｉＯ2 マスクの開口部に温度５
００℃で極薄のＧａＮバッファー層を成長させ、続いてシリコンをドーピングしたｎ型窒
化ガリウム（ＧａＮ：Ｓｉ）を１０００℃で平板状に成長させて図５のＡに示す下地部１
２とし、更にその上へ設けたＳｉＯ2 マスク１３の開口部に温度１０００℃で結晶成長さ
せることにより六角錐形状のｎ型（ＧａＮ：Ｓｉ）１４が得られる。そして、この六角錐
の傾斜面である（１，－１，０，１）面およびこれと等価な傾斜面に、成長温度を下げて
ＩｎＧａＮからなる活性層１５を設け、更にその上へマグネシウムをドーピングしたｐ型
窒化ガリウム（ＧａＮ：Ｍｇ）１６を成長させた後、ｐ型窒化ガリウム層１６の表面に蒸
着してｐ電極１８を設けたものである。すなわち前述した図１４におけるコンタクトメタ
ル層１７は設けられていないものである。ｎ型窒化ガリウム半導体からなる平板状の下地
部１２にも、その下端面に、またはマスク１３の一部を開口して電極が設けられるが図５
では図示を省略している。
【００４７】
図１は上記のようにして形成されたＧａＮ系発光ダイオード１１を基板２０上に移し、エ
ポキシ樹脂で覆うように絶縁層２１を設けて固定したものを簡略化して図示したものであ
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る。
【００４８】
図２は図１のエポキシ樹脂からなる絶縁層２１を酸素プラズマ雰囲気のドライエッチング
によって選択的にエッチバックすることにより、発光ダイオード１１の上端部が露出され
、図５に示した発光ダイオード１１の上端部電極１８が露出された状態を示している。そ
して、図３はエッチバックされた絶縁層２１の表面にＡｌからなる導体膜２２を形成させ
たものであるが、この時、発光ダイオード１１の上端部の上方では当然のことながら導体
膜２２は突出した形状となる。
【００４９】
図４はリソグラフィによって導体膜２２の要部を残して引き出し電極２３とし、不要部は
除去したものである。図４では示していないが、ｎ型（ＧａＮ：Ｓｉ）半導体の下地部１
２からの引き出し電極は、予め引き出し電極が設けられた基板２０を使用してもよく、ま
た基板２０に引き出し電極が予め設けられていない場合には、基板２０と分離した後、六
角錐形状の下端面の周縁部に引き出し電極を設けるか、下端面全体を引き出し用透明電極
で覆ってから最終的な基板に接合することができる。勿論、これら以外の方法で引き出し
てもよい。また、上記において、Ｎｉ／Ａｕのｐ電極１８に対して形成させたＡｌの導体
膜２２に代えて、ｐ電極１８のＡｕと同一のＡｕからなる導体膜２２を形成させたが、そ
の結果、ｐ電極１８と一層確実に接合された引き出し電極２３が得られた。
【００５０】
（実施例２）
実施例１では六角錐形状の窒化ガリウム系半導体を使用する場合を説明したが、本実施例
では、図６から図９によって、表示装置に使用される六角錐台形状の窒化ガリウム系半導
体を使用する場合について説明する。すなわち、窒化ガリウム系半導体は結晶成長に十分
な時間が与えられなかった場合には六角錐台形状となるが、図６はこのような六角錐台形
状の窒化ガリウム系半導体３１を絶縁層２１で被覆して基板２０上に固定したものを簡略
化して示した図であり、その窒化ガリウム系半導体３１の構成は、シリコンをドープした
ｎ型窒化ガリウム（ＧａＮ：Ｓｉ）を六角錐台形状に選択的に結晶成長させた後、六角錐
台の上面である（０，０，０，１）面および傾斜面である（１，－１，０，１）面に、Ｉ
ｎＧａＮの活性層、更にその上へマグネシウムをドーピングしたｐ型窒化ガリウムを成長
させ、上端部のｐ型窒化ガリウム半導体の表面にはコンタクトメタル層として略１０ｎｍ
厚さのＮｉ層を蒸着し、その上へ略１００ｎｍ厚さのＡｌ層を蒸着して上端部電極として
のｐ電極を設けたものである。。そして、上記のようにして形成されたＧａＮ系発光ダイ
オード３１を覆うようにエポキシ樹脂を塗布して絶縁層２１を設けることにより基板２０
面上に固定したものである。
【００５１】
図７は絶縁層２１を実施例１と同様に選択的にエッチバックすることによって六角錐台形
状の窒化ガリウム系半導体３１の上面である（０，０，０，１）面のｐ電極のＡｌ層が露
出された状態を示す。そして図８はエッチバックした面の全面にｐ電極と同一のＡｌによ
る導体膜３２を形成させたものであり、図９はリソグラフィによって導体膜３２の要部を
残して引き出し電極３３とし、不要部は除去したものである。図９にもｎ型電極の引き出
しは示されていないが、実施例１の場合と同様に行われる。
【００５２】
（実施例３）
実施例１と実施例２においては絶縁層２１のみを選択的に薄膜化させる場合を説明したが
、実施例３においては絶縁層２１を非選択的に半導体発光素子と共に薄層化させる場合を
図１０から図１３までによって説明する。図１０は実施例１における図１と同様な図であ
るが、使用されている六角錐形状のＧａＮ系発光ダイオード４１は図５に示したものと異
なりｐ電極１８の形成されていないものが使用されている。すなわち、図１０はこのよう
なＧａＮ系発光ダイオード４１を基板２０上においてエポキシ樹脂からなる絶縁層２１で
被覆して固定した状態を示す。そして図１１は、図１０の状態において絶縁層２１と共に
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ＧａＮ系発光ダイオード４１も研削する非選択的な化学的機械的研摩を施し薄膜化させる
ことによって、絶縁層２１の研削面とＧａＮ系発光ダイオード４１の研削面とを同一面と
したものである。この時点において発光ダイオード４１の研削面の外周部分はｐ型半導体
の研削面となっている。続く図１２は図１１の研削面にＡｌを蒸着することによりｐ電極
を形成させると同時に一体的に導体膜４２を形成させたものである。この時、コンタクト
メタル層を形成させてから、Ａｌの導体膜４２を形成させてもよいことは言うまでもない
。図１３はリソグラフィによって導体膜４２の要部を残して引き出し電極４３とし、不要
部は除去したものである。図１３には示していないが、ｎ型電極の引き出しは実施例１の
場合と同様に行われる。
【００５３】
以上、本発明の表示装置およびその製造方法を実施例によって説明したが、勿論、本発明
はこれらに限られることなく、本発明の技術的思想に基づいて種々の変形が可能である。
【００５４】
例えば本実施例においては、サファイアの（０，０，０，１）面に結晶成長され、（０，
０，０，１）面を下端面とし、（１，－１，０，１）面を傾斜面とした六角錐形状または
六角錐台形状のＧａＮ系発光ダイオード１１を例示したが、これ以外のＧａＮ系発光ダイ
オード、例えばサファイアの（０，０，０，１）面で選択的に結晶成長させて得られる六
角柱形状のＧａＮ系半導体や、裏返しにした舟底形で（１，１，－２，２）面と（１，－
１，０，１）面を有する六方晶のＧａＮ系半導体、更にはサファイアの（１，－１，０，
１）面に結晶成長される六方晶のＧａＮ系半導体から得られる半導体発光素子についても
、絶縁層で被覆した後に絶縁層を薄層化させることによってコンタクトホールを設けるこ
となく上端部の電極を引き出すことができる。
【００５５】
また本実施例においては、六方晶となるＧａＮ系半導体による青色の発光素子を例示した
が、それ以外の化合物半導体による半導体発光素子についても本発明を適用することがで
きる。例えば緑色に発光するリン化ガリウム（ＧａＰ）や赤色に発光するヒ化リン化ガリ
ウム（ＧａＡｓＰ）、ヒ化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＡｓ）は何れも立方晶に属し
、成長の基板上で選択的に結晶成長させると六面体として得られるが、これらから得られ
る半導体発光素子についても、絶縁層で被覆した後に絶縁層を薄層化させることによって
コンタクトホールを設けることなく上端部の電極を引き出すことができる。従って、青色
を発光する窒素ガリウムの半導体発光素子を含めた三原色の半導体発光素子を組み合わせ
てフルカラーの表示装置を製造することができる。
【００５６】
また本実施例においては、図５に示したように、ｐ型半導体１６が上側、ｎ型半導体１４
が下側となっているＧａＮ系半導体発光素子１１を示したが、これらの位置を逆にした半
導体発光素子であってもよい。
また本実施例においては、半導体発光素子として発光ダイオードを例示したが、周知のよ
うに、発光ダイオードに共振器を設けることによって半導体レーザが得られるので、発光
ダイオードに代えて半導体レーザによる照明装置を製造することができる。
【００５７】
【発明の効果】
半発明の表示装置およびその製造方法は上述したような形態で実施され、次に述べるよう
な効果を奏する。
【００５８】
請求項１の表示装置によれば、絶縁層で被覆され埋め込まれている半導体発光素子の上端
部電極を引き出すために、コンタクトホールを穿設せず、絶縁層を選択的または非選択的
に薄層化させ、露出される半導体発光素子の上端部に導体膜を形成して上端部電極を引き
出すので、コンタクトホールを設ける場合におけるコンタクトホールと上端部電極との位
置ずれや、コンタクトホール内での接続不良とは無縁であり、引き出し電極を簡易かつ確
実に設けることができる。
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【００５９】
請求項２の表示装置によれば、塗膜形成の可能な高分子化合物または塗膜形成の可能なガ
ラスを絶縁層として半導体発光素子を被覆し埋め込んでいるので、半導体発光装置を配置
する基体の面積が大である場合にも、絶縁層が簡易に形成され低コストである。
請求項３の表示装置によれば、酸化ケイ素または窒化ケイ素からなる絶縁層が形成されて
いるので、良好な耐熱性を示す。
請求項４の表示装置によれば、半導体発光素子を露出させる絶縁層の薄膜化が酸素プラズ
マ雰囲気下のドライエッチング、化学的機械的研摩、または両者の組み合わせが、絶縁層
の材料種、薄膜化の状況に応じて合理的に採用されるので低コストである。
【００６０】
請求項５の表示装置によれば、基体面に固定された半導体発光素子の発光方向が上端部か
ら下端面へ向かう方向であり、発光領域より上部に下方への反射面を持っているので、発
光が下端面へ向う方向へ集められる。
請求項６の表示装置によれば、半導体発光素子が角錐形状または角錐台形状に形成されて
おり、それらの有する面のうち少なくとも傾斜面の何れか一面が反射面とされているので
、発光が発光方向へ集められ高い輝度を示す。
請求項７の表示装置によれば、半導体発光素子が窒化ガリウム系半導体からなり、少なく
とも（１，－１，０，１）面に平行な発光効率の高い活性層に加えて（１，－１，０，１
）面に設ける電極面を反射面とすることにより、優れた発光性能を示す。
【００６１】
請求項８の表示装置によれば、半導体発光素子が成長の基板面上で、（０，０，０，１）
面を下端面とし（１，－１，０，１）面およびこれと等価な面を傾斜面として六角錐形状
または六角錐台形状に選択的に結晶成長された窒化ガリウム系半導体からなり、（１，－
１，０，１）面およびこれと等価な面に平行な活性層を備えているので、発光効率の高い
活性層からの光を下端面側へ集中させることでき、高輝度の表示を与える。
請求項９の表示装置によれば、単色の半導体発光素子、またはそれぞれ異なる色に発光す
る複数種の半導体発光素子の組み合わせが配置されているので、明僚な、または明瞭かつ
多彩な画像表示または照明を提供する。
【００６２】
請求項１０の表示装置によれば、半導体発光素子の上端部電極と同一種の金属が導体膜の
形成に使用されているので、導体膜から得られる引き出し電極は上端部電極と良好で安定
な接合性を示す。
請求項１１の表示装置によれば、半導体発光素子の露出された第二導電型半導体が露出さ
れた絶縁層の面に導体膜を形成させ、上端部電極と導体膜とを一体的に形成させるので工
程数が削減され、それに応じて表示装置のコストを低下させる。
【００６３】
請求項１２の表示装置によれば、第二導電型半導体に所定厚さのコンタクトメタル層を介
して上端部電極が形成されており、かつ上端部電極と同一種の金属が導体膜の形成に使用
されているので、上端部電極面の反射率が大で反射光が発光の取り出し方向へ効果的に集
められることから発光効率が高く、かつその引き出し電極は上端部電極と良好で安定な接
合性を示す。
請求項１３の表示装置によれば、第二導電型半導体に形成された所定厚さのコンタクトメ
タル層が露出された絶縁層の面に導体膜を形成させ、上端部電極と導体膜とを一体的に形
成させるので、上端部電極の反射光が発光の取り出し方向へ集中されて表示装置の発光効
率が高く、更には工程数が削減され低コストである。
【００６４】
請求項１４の表示装置の製造方法によれば、透明な基体面に配置した半導体発光素子を絶
縁層で被覆して埋め込んだ後、絶縁層を選択的または非選択的に薄層化させて半導体発光
素子の上端部を露出させることによって上端部電極を絶縁層の上面へ引き出し、通常的な
コンタクトホールは設けないのでコンタクトホールに伴うトラブルを回避することができ
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、半導体発光素子の上端部電極を簡易かつ確実に引き出すことができる。
請求項１５の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子を埋め込み基体面に固定する
絶縁層を塗膜形成の可能な高分子化合物、または塗膜生成の可能なガラスによって形成さ
せるので、基体面の面積が大である場合にも絶縁膜を簡易かつ低コストで形成させる。
請求項１６の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子を埋め込み基体面に固定する
絶縁層をＣＶＤまたはスパッタリングによる酸化ケイ素または窒化ケイ素によって形成さ
せるので、耐熱性の良好な表示装置を提供する。
【００６５】
請求項１７の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子を露出させる絶縁層の薄膜化
を酸素プラズマ雰囲気下のドライエッチング、化学的機械的研摩、または両者の組み合わ
せから、絶縁層の材料種、薄層化の状況に応じ適切な方法を選んで効果的に実施すること
ができる。
請求項１８の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子として、発光領域から下端面
へ向かう方向を主たる発光方向とし、発光領域より上部に下方への反射面を有するものを
使用するので、反射面によって発光を効果的に下端面へ向かわせ、表示装置の輝度を高め
る。
【００６６】
請求項１９の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子として、角錐形状または角錐
台形状に形成され、それらの有する面のうち少なくとも傾斜面の何れか一面が反射面とさ
れているものを使用するので、多角錐または多角錐台の傾斜面、多角錐台にあっては上面
も反射面として、半導体発光素子の発光を下端面側へ向かわせることができる。
請求項２０の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子として窒化ガリウムの六方晶
からなり、（１，－１，０，１）面に平行な活性層を備えたものを使用するので、この活
性層が高い発光効率を示すことから、（１，－１，０，１）面に設ける電極面を反射面と
して優れた発光性能の表示装置を与える。
【００６７】
請求項２１の表示装置の製造方法によれば、半導体発光素子として（０，０，０，１）面
を下端面とし、（１，－１，０，１）面およびこれと等価な面からなる傾斜面として六角
錐状または六角錐台形状に選択的に結晶成長された窒化ガリウム系半導体からなり、（１
，－１，０，１）面およびこれと等価な面、すなわち６傾斜面に平行な活性層を備えたも
のを使用するので、この活性層が高い発光効率を示すことから、６傾斜面に設ける電極面
を反射面として優れた発光性能の表示装置を与える。
【００６８】
請求項２２の表示装置の製造方法によれば、導体膜に上端部電極と同一種の金属が使用さ
れているので、表示装置の導体膜から形成される引き出し電極は上端部電極と良好で安定
な接合性を持つ。
請求項２３の表示装置の製造方法によれば、上端部電極と導体膜とが一体的に形成される
ので、工程が簡略化され低コストの表示装置となる。
【００６９】
請求項２４の表示装置の製造方法によれば、第二導電型半導体に所定厚さのコンタクトメ
タル層を介して上端部電極が形成された半導体発光素子が使用され、導体膜に上端部電極
と同一種の金属が使用されるので、上端部電極の反射光が発光の取り出し方向へ集中され
て発光効率が高く、更には導体膜から形成される引き出し電極が上端部電極と良好で安定
な接合性を持つ表示装置を与える。
請求項２５の表示装置の製造方法によれば、第二導電型半導体に所定厚さのコンタクトメ
タル層を介して上端部電極が形成され、上端部電極と導体膜が一体的に形成されるので、
反射光を効果的に利用して発光効率が大であり、工程数が削減され低コストの表示装置を
提供する。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１から図４までは六角錐形状の半導体発光素子を埋め込んだ絶縁層を選択的に
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エッチバックして半導体発光素子に引き出し電極を設ける過程を示す断面図であり、図１
は半導体発光素子が基体面上で絶縁層によって被覆、固定されている状態を示す断面図で
ある。
【図２】図１の絶縁層を選択的にエッチバックして、半導体発光素子の上端部が露出され
た状態を示す。
【図３】図２のエッチバックされた絶縁層の上面に導体膜が形成された状態を示す。
【図４】図３の導体膜の要部を引き出し電極として残し不要部は取り除いた状態を示す。
【図５】六角錐形状に結晶成長されたＧａＮ系半導体発光素子の詳細を示す図であり、Ａ
は縦断面図、Ｂは平面図である。
【図６】図６から図９までは絶縁層を選択的にエッチバックして六角錐台形状の半導体発
光素子に引き出し電極を設ける過程を示す断面図であり、図６は六角錐台形状の半導体発
光素子が基体面上で絶縁層によって被覆、固定されている状態を示す断面図である。
【図７】図６の絶縁層を選択的にエッチバックして、六角錐台形状の半導体発光素子の上
面が絶縁層の上面と同一面となって露出された状態を示す。
【図８】図７のエッチバックされた絶縁層および半導体発光素子の上面に導体膜が形成さ
れた状態を示す。
【図９】図８の導体膜の要部は引き出し電極として残し不要部は取り除いた状態を示す。
【図１０】図１０から図１３までは、非選択的な薄層化によって六角錐形状の半導体発光
素子に引き出し電極を設ける過程を示す断面図であり、図１０は六角錐形状の半導体発光
素子が基体面上で絶縁層によって被覆、固定されている状態を示す断面図である。
【図１１】図１０の絶縁層を非選択的に薄層化させて、六角錐形状の半導体発光素子の上
端部が共に研削され、絶縁層の上面と同一面となって半導体発光素子が露出された状態を
示す。
【図１２】図１１の薄層化された絶縁層および半導体発光素子の上面に導体膜が形成され
た状態を示す。
【図１３】図１２の導体膜の要部は引き出し電極として残し、不要部は取り除いた状態を
示す。
【図１４】本発明で使用される半導体発光素子の一例の断面図である。
【図１５】図１４において□印で示す部分の拡大図である。
【図１６】ＧａＮ／Ｎｉ／Ａｇ積層構造の反射率のＮｉ層の厚さ依存性を計算して求めた
特性図である。
【図１７】半導体装置において絶縁層にコンタクトホ－ルを穿設して内部電極に引き出し
電極を設ける過程を示す図であり、Ａは事前の状態、Ｂはコンタクトホールを穿設した状
態、Ｃは導体金属をスパッタリングして、コンタクトホ－ルの底面には付着するが内周面
には充分に付着しにくい状態、Ｄはコンタクトホ－ルの開口部がほとんど塞がれて、接続
不良および空洞を生じている状態を示す。
【図１８】下層配線に上層配線を接続する場合のコンタクトホールに代わるコンタクト配
線を示す図であり、Ａは下層配線に対してコンタクト配線が電子ビーム蒸着された状態、
Ｂは全体を覆って絶縁膜が形成された状態、Ｃは更にフォトレジストを形成させた状態、
Ｄはエッチバックしてコンタクト配線の上端部を露出させた状態、Ｅは上層配線を形成さ
せた状態を示す。
【図１９】放電用陰極チップと蛍光材層、陽極層を近接した位置で配置する方法を示す図
であり、Ａは基板に設けられた陰極チップ、Ｂはその上へ絶縁層、陽極層を形成させた状
態、Ｃは更に蛍光材層を形成させた状態、Ｄはその上へポリイミド樹脂層を形成させた後
、ポリイミド樹脂層をエッチバックして蛍光材層の隆起部分を露呈させた状態、Ｅは露呈
された蛍光材層の周囲のポリイミド樹脂層をマスクとして蛍光材層、陽極層、絶縁膜をエ
ッチングして、陰極チップを露呈させた状態を示す。
【符号の説明】
１１、３１、４１、５１……ＧａＮ系半導体発光素子、１５……活性層、１６……ｐ型半
導体、１７……コンタクトメタル、１８……ｐ電極、２０……基体、２１……絶縁層、２
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２、３２、４２……導体膜、２３、３３、４３……引き出し電極。
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